
かみたんプレミアム商品券（25％プレミアム付）の
購入引換券交付申請期限について

子どもを虐待から守りましょう！
～１１月は児童虐待防止推進月間です～

56▶問い合わせ先＝健康福祉課　福祉人権係　☎　 ９１２８

56▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　☎　 ９１３7

56

▶問い合わせ先＝
　健康福祉課　成人健康係
　☎　 ９１３３
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　むし歯や歯周病は、歯だけでなく、全身
の健康と密接な関係があることが明らか
になっています。歯の喪失により食生活や
社会生活等に支障をきたし、全身の健康
に影響を与えるためです。上三川町が平成
29年度に実施した歯の本数のアンケート
(左表)では、「全部ある」「ほとんどある」
と答えた人に着目すると、50歳代から70歳
代にかけて急激に減少していることが見て
とれます。
　むし歯、歯周病の対策は、デンタルフロ
ス、歯間ブラシを利用した日頃の手入れや
歯科医による定期的な歯石除去、歯面清掃
が有効とされています。また、町では対象
者に歯周疾患検診も実施しております。自
分の歯をセルチェックして歯の健康を保持
していきましょう。

※８０２０(ハチマルニイマル)運動＝80　
歳になっても自分の歯を20本以上保とう、
という運動のこと(１９８９日本歯科医師会
＆厚生省(当時))

　消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするために
発行する「かみたんプレミアム商品券」の販売を10月１日から開始しました。
　なお、購入を希望される非課税者の方は11月30日（土）までに、購入引換券の交付申請が必要
となりますので、ご注意ください（子育て世帯分については申請は不要です。）。

　児童虐待は、「子どもに対する最も重大な権利侵害である」と言われています。
　それは、児童虐待が、子どもが幸せに生きるための権利(人権)を奪うだけでなく、子どもの心
身の成長や人格の形成に大きな影響を与えるものだからです。

「虐待かも？」と思ったときは、町や児童相談所に連絡してください。連絡は匿名で行うこともで
きます。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
子どもの未来は、あなたの電話にかかっています。

虐待とは、理由を問わず身体的な暴力や言葉による威圧などによって子どもを傷つける次のよう
な行為を言います。
１．身体的虐待
　 例：殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶるなどの行為
２．性的虐待
　 例：子どもへの性的行為、性的行為を見せるなどの行為
３．ネグレクト
　 例：食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなどの行為
４．心理的虐待
　 例：言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴
　　   力をふるう(面前ＤＶ)などの行為

▶販売期間＝令和2年2月28日(金)まで
▶有効期間＝令和2年3月31日(火)まで
▶販売場所＝町内郵便局窓口
　　　　　 （上三川・上蒲生・本郷）
①非課税者の方は11月30日(土)までに購入引換券     
　の交付申請が必要です（※当日消印有効。 
　なお、窓口での申請は、11月29日（金）まで。）。
②子育て世帯の方には購入引換券を郵送済みです。
※注意事項＝【かみのかわサービス・ポイントカード
　会】で実施している「上三川・プレミアム商品券」
　とは異なります。
※購入には購入引換券が必要です。
※利用店舗の募集も随時行っておりますので、詳細
　は町ホームページをご覧ください。

連載 上三川町の健康の「見える化」⑥

○虐待とは

○虐待かもと思ったら迷わずにお電話をください

<児童虐待相談・連絡窓口>

機関名

上三川町子ども家庭課
相談支援係

栃木県中央児童相談所

児童相談所
全国共通ダイヤル

電話番号

0285（56）9137

028（665）7830

189（いちはやく） 24時間対応

男性 70歳以上

女性 70歳以上

男性 60歳代

女性 60歳代

女性 50歳代

女性 40歳代

女性 30歳代

男性 50歳代

男性 40歳代

男性 30歳代

男性 19・20歳代

女性 19・20歳代

対応時間帯

午前8時30分～
午後5時15分まで（平日）

プレミアム付商品券を購入できるのは？

①非課税者分

2019年度分の住民税(均等割)が
課税されていない方

・住民税が課税されている方に
　扶養されている方
　(生計を一にする配偶者、
　扶養親族等)
・生活保護の受給者等

ただし、下記に該当する方は除きます。

2016年4月2日から
2019年9月30日までに
生まれたお子さまがいる世帯の
世帯主

おひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

①②両方の要件に該当する方は両方の立場で商品券を購入いただけます。

お子さまおひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

②子育て世帯分

｛
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全部ある・ほとんどある（28本～24本）
かなりある（23～20本）
半分くらいある（19～10本）

ほとんどない・全くない（9本～0本）

不明・無回答

歯の本数に係るアンケート
～健康・食育に関する町民意識調査結果報告書（平成29年度）より～
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子どもを虐待から守りましょう！
～１１月は児童虐待防止推進月間です～

56▶問い合わせ先＝健康福祉課　福祉人権係　☎　 ９１２８
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　むし歯や歯周病は、歯だけでなく、全身
の健康と密接な関係があることが明らか
になっています。歯の喪失により食生活や
社会生活等に支障をきたし、全身の健康
に影響を与えるためです。上三川町が平成
29年度に実施した歯の本数のアンケート
(左表)では、「全部ある」「ほとんどある」
と答えた人に着目すると、50歳代から70歳
代にかけて急激に減少していることが見て
とれます。
　むし歯、歯周病の対策は、デンタルフロ
ス、歯間ブラシを利用した日頃の手入れや
歯科医による定期的な歯石除去、歯面清掃
が有効とされています。また、町では対象
者に歯周疾患検診も実施しております。自
分の歯をセルチェックして歯の健康を保持
していきましょう。

※８０２０(ハチマルニイマル)運動＝80　
歳になっても自分の歯を20本以上保とう、
という運動のこと(１９８９日本歯科医師会
＆厚生省(当時))

　消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするために
発行する「かみたんプレミアム商品券」の販売を10月１日から開始しました。
　なお、購入を希望される非課税者の方は11月30日（土）までに、購入引換券の交付申請が必要
となりますので、ご注意ください（子育て世帯分については申請は不要です。）。

　児童虐待は、「子どもに対する最も重大な権利侵害である」と言われています。
　それは、児童虐待が、子どもが幸せに生きるための権利(人権)を奪うだけでなく、子どもの心
身の成長や人格の形成に大きな影響を与えるものだからです。

「虐待かも？」と思ったときは、町や児童相談所に連絡してください。連絡は匿名で行うこともで
きます。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
子どもの未来は、あなたの電話にかかっています。

虐待とは、理由を問わず身体的な暴力や言葉による威圧などによって子どもを傷つける次のよう
な行為を言います。
１．身体的虐待
　 例：殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶるなどの行為
２．性的虐待
　 例：子どもへの性的行為、性的行為を見せるなどの行為
３．ネグレクト
　 例：食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かないなどの行為
４．心理的虐待
　 例：言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴
　　   力をふるう(面前ＤＶ)などの行為

▶販売期間＝令和2年2月28日(金)まで
▶有効期間＝令和2年3月31日(火)まで
▶販売場所＝町内郵便局窓口
　　　　　 （上三川・上蒲生・本郷）
①非課税者の方は11月30日(土)までに購入引換券     
　の交付申請が必要です（※当日消印有効。 
　なお、窓口での申請は、11月29日（金）まで。）。
②子育て世帯の方には購入引換券を郵送済みです。
※注意事項＝【かみのかわサービス・ポイントカード
　会】で実施している「上三川・プレミアム商品券」
　とは異なります。
※購入には購入引換券が必要です。
※利用店舗の募集も随時行っておりますので、詳細
　は町ホームページをご覧ください。

連載 上三川町の健康の「見える化」⑥

○虐待とは

○虐待かもと思ったら迷わずにお電話をください

<児童虐待相談・連絡窓口>

機関名

上三川町子ども家庭課
相談支援係

栃木県中央児童相談所

児童相談所
全国共通ダイヤル

電話番号

0285（56）9137

028（665）7830

189（いちはやく） 24時間対応

男性 70歳以上

女性 70歳以上

男性 60歳代

女性 60歳代

女性 50歳代

女性 40歳代

女性 30歳代

男性 50歳代

男性 40歳代

男性 30歳代

男性 19・20歳代

女性 19・20歳代

対応時間帯

午前8時30分～
午後5時15分まで（平日）

プレミアム付商品券を購入できるのは？

①非課税者分

2019年度分の住民税(均等割)が
課税されていない方

・住民税が課税されている方に
　扶養されている方
　(生計を一にする配偶者、
　扶養親族等)
・生活保護の受給者等

ただし、下記に該当する方は除きます。

2016年4月2日から
2019年9月30日までに
生まれたお子さまがいる世帯の
世帯主

おひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

①②両方の要件に該当する方は両方の立場で商品券を購入いただけます。

お子さまおひとりにつき、

最大2万5千円分の商品券を

2万円で購入できます。

②子育て世帯分
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全部ある・ほとんどある（28本～24本）
かなりある（23～20本）
半分くらいある（19～10本）

ほとんどない・全くない（9本～0本）

不明・無回答

歯の本数に係るアンケート
～健康・食育に関する町民意識調査結果報告書（平成29年度）より～
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